
「多核種除去設備等処理水」の処分決定に関する請願書 

 

請願要旨 

 東京電力福島第一原子力発電所の事故により発生し、「多核種除去設備等処理

水」の処分について、今年２月に経産省「多核種除去設備等処理水の取扱いに

関する小委員会」は、水蒸気放出、海洋放出が現実的であり、海洋放出がより

実施しやすいとの提案をまとめました。2018 年８月に福島県と東京都で行われ

た「多核種除去設備等処理水」の取り扱いに関する「説明・公聴会」で、意見

公述人からは「陸上保管」を求める多くの声がありました。 

 今年３月、提言を受けて東電は「処理水の処分素案」を発表し、安倍首相も

７月までには処分方法を決定したいと発言しました。経産省は、４月６日、13

日、５月 11 日、「多核種除去設備等処理水の取扱いに係る関係者の御意見を伺

う場」において、各種関係団体や自治体の首長からの意見聴取を行いました。

この中で、福島県漁業協同組合連合会、福島県森林組合連合会、福島県農業協

同組合中央会は放出には反対を表明しており、その他の関係機関や自治体首長

からは、もっと多くの県民に説明をして意見を聞くべき、必ず起きる新たな風

評被害に対する具体策を提示するべきとの発言が大半を占めました。また、朝

日新聞社と福島放送が、2020 年２月に福島県の有権者を対象に共同で行った世

論調査によれば、「多核種除去設備等処理水」を薄めて海に流すことに対して

57％が「反対」としています。 

 「多核種除去設備等処理水」にはトリチウム以外にも除去できていない基準

値を超える多核種が保管量の７割に残留しており、それらに関する説明や周知

のための努力が不足していると感じます。 

 

 太平洋に面したいわき市で、海に親しみ、誇りに感じながら暮し、子育てを

する私たちは原発事故以降、これ以上の環境破壊をさせないことを願ってきた

ため、「多核種除去設備等処理水」については、慎重に取り扱っていただきたい

のです。国はこれについての管理、収束に向けた努力を尽くすべき、と考え、

以下の請願をいたします。 

 

請願事項 

いわき市として、政府が「多核種除去設備等処理水」の処分方法の最終判断

を行うに当たり、ＡＬＰＳ小委員会報告のみを判断の根拠にするのではなく、

政府の処分方法案を公表するとともに、それに対する本県の各産業関係者や県

民からの丁寧な意見聴取を行うこと、また、新たな風評を生じさせないよう、

広く国民に向け処理水の安全に関わる情報発信を行った上で、風評対策の拡

充・強化を合わせて示すことにより関係者及び国民の理解と合意を広げること、

さらに、それまでは「多核種除去設備等処理水の陸上保管の継続を求める」意

思表明を明確な文書で関係機関に提出すること。 


